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Ａ 継続
国や県の動向を踏まえ，補助対象経費及び基準額等の適正化を図りながら，グループホーム・ケア
ホームの整備を促進する。

グループホーム・ケアホーム設置数
54 59

55 52

233
1,155

③施策を
取巻く環境

④
施
策
の
達
成
状
況

①施策名

指標③

障がい者が地域において，安心して生活を送っています。

施　策　指　標（単位）

指標①
（総合計画
に基づく指

標）

指標②
グループホーム・ケアホーム利用者
数

グループホーム・ケアホーム設置数

―---―指標④
（特記事項）

成
果
が
見
ら
れ
る
点

改
善
の
必
要
な
点

地域生活への移行促進については，グループホーム・ケアホームの設
置を促進し，日中活動の場の充実については，日中一時支援事業を拡
充することにより，居住の場・日中活動の場の確保を実現している。
療育体制の充実については，発達の相談から療育の提供まで，一貫し
たサービス提供が円滑になされている。

障がい者の日常生活支援の充実に向け，居住の場，日中活動の場と
も，障がい者のニーズに適したサービスを提供できるよう量的・質的
に充実していく必要がある。
療育体制については，医師，理学・作業療法士，言語聴覚士，心理相
談員などの専門職による，一人ひとりの障がいの特性に応じた，質の
高いチームによる療育体制を整備する必要がある。

Ｈ２１

利用者数／月（年度末）

Ｈ２０

1
グループホーム・ケアホーム設置費補助金 グループホーム・ケア

ホームを設置する社会
福祉法人等

Ｈ１９
247

242

活　動　指　標　等

(千円)

2,521

Ｈ２０

４　施策を構成する事務事業一覧

№ 事　　　業　　　名 対　　象　　者
開始
年度

目標値

● 十分である
やや不十分であ
る

十分である

（70％～90％未満）

●

不十分である
説
明

居住の場の確保や日中活動の場の確保，障がい児（疑いのある児）に対する一貫した
療育の提供を行うとともに，各種施設の整備・修繕など，安心してサービスを受けら
れる環境整備を進めている。

説
明

市民意識調査では力を入れていくことが求められる領域に分類され，議会等からも障
がい者の生活支援の充実を求める声は強い。
障がい者の生活支援の充実には，在宅生活を支援する居住の場や日中活動の場の確
保，各種給付サービスの充実，障がいの早期発見・早期療育による個々の児童への最
適な療育の提供が必要である。

⑦
現
状
分
析
と
課
題
の
抽
出

（

③
～

⑥
を
踏
ま
え
た
分
析
）

障がい者が地域で安心して生活するために居住の場として確保が求められているグ
ループホーム・ケアホームの設置が進んでいる。

目標値 事業費 施 策 目 標 を 達 成 す る た め の 取 組 方 針

・障がい者の生活支援の充実に向け，居住の場の確保，日中活動の場の確保，安心して生
活できる環境づくり，幼児期からの一貫した療育支援などを今後とも推進するとともに，
関係機関・関係事業間の連携を強化する。
・障がい者の生活の場の確保に向け，グループホーム・ケアホーム設置費補助金の適正化
を図り，グループホーム・ケアホームの整備を促進するとともに，日中一時支援（放課後
支援型）事業の実施箇所の拡大を図る。
・日中一時支援（放課後支援型）事業などの地域生活支援事業について，法制度の改正に
併せて対応する。

⑨政策評価
会議意見

Ｈ２１

(千円)

不十分な事業が
複数ある

説
明

不十分な事業が
一部ある

実績値 実績値

217 233

55 52

250

障がい福祉課

総合計画
　政策の柱

政策目標
（基本施策目標）

障がいのある人が，地域の中で，自立し，安心して充実した
生活を送っています。

「障がいのある人の生活を充実する」ため，就労や社会参加の促進を図るための「障がい者の社会的自立の促
進」，施設から地域生活への移行を図ることや，障がい児の発達支援のための「障がい者の生活支援の充実」に，
重点的に取り組みます。

市民の安全で健康な笑顔あふれる暮らしを支
えるために

政策名
（基本施策

名）
障がいのある人の生活を充実する

取組の
　基本方向

障がい者の生活支援の充実

②施策目標

担当課

Ｈ１９：基準 Ｈ２３Ｈ２２

―---―

Ｈ２１

目標値

64

Ｈ２０

―---―

―---― 5954

49

―---―

施　策　カ　ル　テ
１　施策の位置付け

２　施策の現状と達成状況，課題の抽出

担当課 障がい福祉課

実績値 実績値

247

事業の
方向性

重点度
（Ａ～Ｃ）

事業費

達成していない

障がい者が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう，個々の障がい
児・者の状況に応じて専門的なサービスを提供するとともに，専門性を有する事業所
に業務を委託して適切に事業を実施している。

減少している

達成率
(%)

目標値

Ｈ２４：目標

―---―

―---―

74

70.3%

―---―
―---―

―---―

―---―

目標値 目標値

実績値

目標値

実績値実績値

69

280 310222

247

市民の
施策満足

度

⑥
施
策
の
評
価

達成度

有効性

（住民・社会ニーズ）

市民の
施策重要

度
18.1% 69.2%

適切性

説
明

増加している 横ばい

概ね達成
（90％以上）

⑤
市
民
意
識
調
査
結
果

総論

達成している
●

必要性・緊急性

（適切な事務事業
の選択，実施）

（単年度目標）

（政策目標への効果）

３　今後の取組方針

⑧取組の
考え方

見直し事業

障がい者の生活支援の充実には，居住の場の確保，日中活動の場の確保，安心して生活できる環境づくり，幼児期からの一貫した療育支援などが必要である。
各事業において，一定の成果をあげており，今後は，更なる事業の充実を図るとともに，関係機関・関係事業間の連携を強化する。

グループホーム・ケアホーム設置費補助金について，障がい者の生活の場の確保のため，国や県の動向を踏まえ，補助対象経費及び基準額等の適正化を図りながら，グループホーム・ケアホームの
整備を促進する。
また，障がい児の日中活動の場の確保と介護者の負担軽減を図るため，日中一時支援（放課後支援型）事業の実施箇所の拡大を図る。

居住の場や日中活動の場の更なる充実に向け，日中一時支援（放課後支援型）事業などの地域生活支援事業について，法制度の改正に併せて対応する必要がある。

国・県等の動向

外部意見
その他

障害者自立支援法施行後３年が経過し，利用者の負担軽減措置などの改正がなされている中，国において
は，現行法を廃止し，在宅生活の支援を強化する新たな障がい福祉制度の見直しが進められており，事業者
においても在宅生活を支援する事業に積極的に取り組んでいる。
また，障がい児の療育（支援）については，将来自立した生活ができるよう，一人ひとりの障がいの特性と
ライフステージに応じた，途切れのないきめ細かな支援が求められている。

市議会一般質問において，障がい者の生活支援充実に向けた日中活動の場の確保，日常生活用具給付，社会
環境整備などの充実に向けた質問がなされている。
また，社会福祉審議会障がい者専門分科会においても，日中活動の場の確保が求められている。

（70%未満）

●

重点事業
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重
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様式２

研修会参加者数
150 150

222 281

障がい福祉課 1,001 1,049

105,605

554 554

496 816

身体障がい者（児），
知的障がい者（児），
精神障がい者（児）

Ｈ１８ 123,608

14
訪問入浴サービス事業 在宅の重度身体障がい

者及び重症心身障がい
児

Ｈ１８ 5,347 7,406

派遣回数
1,099

医療的ケア支援型延べ利用者数

Ａ 拡大
障がい者（児）の見守りや社会適応のための訓練などを提供し，日中の活動の場を確保するととも
に，介護者の疲労回復や自由な時間の確保に向け，放課後支援型を中心として，事業実施場所の拡
大など，利用者のニーズの充足・利便性の確保を図る。

Ｂ 継続
安定した事業実施に向け，平成21年度から事業実施手法を改善したところである。単身では入浴が
困難な障がい者に対し，定期的に訪問入浴サービスを提供することはＱＯＬの質の向上に必要なも
のであることから，今後も利用者ニーズの把握等を行いながら，事業を実施する。

重度心身障がい者の経済的負担の軽減を図るために，事業を継続する。

障がい者の地域における安定した生活に資するものであることから，法制度の動向に注視し，新体
系施設への移行を支援しながら，事業を継続する。

アンケートにおいて「生活の楽しみが増えた」の回答が７割を超えるなど，ＱＯＬの向上に効果が
あった。当日のキャンセルを考慮し予約人数を多く入れるなど，活動回数の増に向け工夫してきた
が，今後もさらに実施手法を改善していく。

継続

325

稼働台数
12 12

192

担当課 障がい福祉課

2
日中一時支援事業

放課後支援型延べ利用者数
18,985 15,372

12,518 14,454

3

講演会・研修会の回数
10

12子ども発達センター

障がい児発達支援ネットワーク推進事業 障がいの疑いのある１
８歳未満の児童

Ｈ２０

担当課

一人暮らしの重度身体
障がい者

Ｈ１８
4

16

17 17障がい福祉課

新規設置台数

設置台数

17

担当課

Ｂ 継続

障がい福祉課 9 12

3 4

2

配食数

一人暮らしの障がい者等の安全確保を図るため，必要な事業であることから，事業の周知に努めな
がら継続する。

担当課

12,361

11,874

13,985
日中支援型延べ利用者数

外出が困難な障がい者が，相談，助言，安否確認のサービスの提供を受けることにより，安心して
地域で社会生活を送ることができるために必要な事業であることから，設置後の利用者の状況を把
握しながら，事業を継続する。

1,386

418419

12,936

1,142

100

529,672

サポートファイル配付数
700

福祉電話等事業 自宅に加入電話を保有
していない低所得世帯
に属する，身体障がい
者手帳２級以上の者

Ｓ４９

担当課

給付件数
1,534 1,538

緊急通報システム

Ｂ

Ｂ

6

実利用者数

補助件数
6

4,349
5 4

3,600

4

－

継続

19 19

7,521

継続
264

125,860

542,310

重症心身障がい児プール活動支援事業 １８歳未満の重い運動
障がいのある重症心身
障がい児

Ｈ２０

平均活動回数

72

Ａ

2,229

964

1,404
10

6

84

12

1,117

平成２１年度は「個別の支援計画」策定に向け，現状と課題の整理及び「個別の支援計画」の概要
について協議し，平成２２年度から段階的に導入することができた。今年度は様式及びマニュアル
作成，「サポートファイル」の活用・「支援会議のあり方」等について協議し，途切れのない支援
を提供する体制づくりに取り組む。

継続
早期発見の機能を充実させるため，チェックリストの活用を普及していく。特にチェックリスト未
回収にある在宅児に対しては，訪問が唯一の把握方法であり，３歳児健診との連携体制を含め，効
果的な把握方法の検討をしていく。

125,747

Ａ

継続

Ｂ 継続

Ａ

2,291

継続
重度障がい者（児）に対し，不便を解消し，容易に日常生活ができるようにするには，日常生活用
具を給付又は貸与することは必要なことから，事業を継続する。

受給資格者数

200

189 192

7,805 8,781

7,509

５歳児発達相談事業
年度内に５歳となる児 Ｈ１７

子ども発達センター

682

4

チェックリスト回収率
－ 100

相談件数
80 130

88 50

担当課

6
重度心身障がい者医療費助成事業（扶助費） 重度の障がいを有する

者で，医療保険に加入
しているもの

Ｓ４８
担当課 障がい福祉課

7
地域活動支援センター（民間） 身体障がい者（児），

知的障がい者（児），
精神障がい者（児）

Ｈ１８
担当課 障がい福祉課

8
重度身体障がい者住宅改造費補助金 重度身体障がい者

（児）
Ｓ４８

担当課 障がい福祉課
Ｂ 継続

重度身体障がい者が住み慣れた地域社会で自立した生活を送るためには，生活環境を整えることが
不可欠であることから，事業を継続する。

9
泉が丘ふれあいプラザ整備費（単独） 泉が丘ふれあいプラザ

利用者
Ｈ１８

担当課 障がい福祉課
整備箇所数

1 1
903

1 0
0 Ｂ 継続

利用者の利便性・安全性の向上を図るため，また，施設の老朽化に伴う改善箇所の増加が見込まれ
ることから，今後も必要な工事を行い，利用者の快適な利用環境の確保を図る。

10
障がい者福祉ゾーン整備費（単独） 施設を利用する障がい

者
Ｈ６

担当課 障がい福祉課
設置又は更新した施設の数

2 2
1,407

2 2
837 Ｂ 継続

道路交通環境の整備は，障がい者が住み慣れた地域で安心して生活するために必要なものであるこ
とから，新規施設に対して設置するとともに，既存の道路標示について必要に応じて更新する。

11
障がい者福祉作業所整備費（単独） 宇都宮市雀の宮作業

所，宇都宮市若草作業
所

Ｈ１６
担当課 障がい福祉課

整備箇所数
6 0

15,678
6 0

0 Ｂ 継続
利用者の利便性・安全性の向上を図るため，また，施設の老朽化に伴う改善箇所の増加が見込まれ
ることから，今後も必要な工事を行い，利用者の快適な利用環境の確保を図る。

12
障がい者自立支援特別対策事業

事業者及び利用者 Ｈ１９
担当課 障がい福祉課

実施事業数
7 7

72,321
9 11

53,315 Ｂ 継続
事業者の円滑かつ安定的な運営や新体系への移行を促進するため，また，利用者の地域生活支援に
資する事業であることから，今後も制度に則り実施する。（Ｈ２３までの継続）

13
福祉ホーム運営事業 福祉ホームを運営する

社会福祉法人等
Ｈ１６

担当課 障がい福祉課
入居者数／月（年度末）

30 20
10,049

28 17
7,395 Ｂ 継続

施設のグループホームへの移行を促進するが，安定した居住環境を確保することにより，住居を必
要とする障がい者の地域生活を支援し，障がい者の自立を促進するものであることから，事業を継
続する。

派遣実人員
18 18

18 17

15
配食サービス事業 心身の障がい，傷病等

により調理が困難なひ
とり暮らしの障がい者

Ｈ１８
担当課 障がい福祉課

1,448 803
396

851 630
297 Ｂ 継続

一人暮らしの障がい者であって，調理が困難な者の食生活の改善及び健康の増進を図るためには効
果的な事業であることから，ホームヘルプサービスなど他のサービスの利用を促進しながら，事業
を実施する。

18
日常生活用具給付（扶助費） 身体障がい者（児），

知的障がい者（児），
精神障がい者（児）

Ｈ１８
担当課 障がい福祉課 1,705 1,730

91,040 Ｂ91,507

Ｂ 継続
在宅の重度心身障がい者に日常活動訓練，社会適用訓練等を提供し，身辺処理能力，社会適応能力
の向上を図るために必要な事業であることから，新体系への移行を含めた事業のあり方を検討しつ
つ，事業を継続する。

延べ利用者数
2,422 2,422

17,873
2,144 2,273

19,816
デイケア運営事業委託 在宅重度心身障がい者

で法定の施設の利用が
困難なもの

Ｈ８
担当課 障がい福祉課

4

118

6

活動延べ人数
75 144

61
5

担当課 子ども発達センター

19

2
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245

0 Ｂ 継続
当事業を行うことで，保育者が児童の特性に配慮した接し方を行うことができるようになり，児童
に対し早期に療育的支援を提供することが可能になっている。今後，実施園数等の増大に伴い，実
施手法の工夫を行いつつ，実施体制を強化し，事業を進めていく。

実施園数
35 60

0
42 57

相談延べ人数
210 265

205

28
保育園等訪問相談事業 保育園・幼稚園，なか

よしクラブ・子育てサ
ロン

Ｈ１９

担当課 子ども発達センター

1,281,482施　策　事　業　費　合　計 1,076,637

Ｂ相談件数

継続
交流事業を通して，日々，子どもたちに障がい理解の意識の変化が見受けられるとともに，保護者
や地域住民のノーマライゼーションの理解も深まっている。また，宮っこフェスタを通して，広く
一般への障がい理解の普及・啓発が可能なため，今後とも継続的に取り組んでいく必要がある。

継続

利用者の増加に対応し，診断のついた児については障がい児療育事業へ一部移行することができた
ことから，課題解決に向け，さらに事業を推進する。また，モデルケースに指導カリキュラムを作
成することにより，計画的な支援が実施できたことから，全利用児に対し指導カリキュラムを活用
した支援を実施する。

発達の遅れに不安を抱いている児童や保護者の総合的な窓口として，個々の特性に応じた具体的な
助言指導により適切な支援を提供し，障がいの早期発見・早期療養につながっている。今後は相談
枠を増やし，さらに相談窓口としての機能を強化していく。

継続

適正な医療や早期療養につながっているものの，他事業との調整を図り，発達健診のあり方や医師
の従事人数を見直しながら，障がいの早期発見・早期支援体制をより充実・強化していく。

Ｈ１９
担当課 子ども発達センター

指導実施回数（個別指導）
500 600

1,482
705 1,047

1,077 Ｂ 継続
個別指導に加え，集団指導を導入したことにより，個々の特性に応じた療育の提供や医療機関との
役割を明確にすることができた。今後も対象者のニーズに合わせた実施手法等を検討し，医療機関
や就園，就学先と連携を図りながら，質の高い支援を提供していく。

センターを利用する障
がいのある児・ない児
とその保護者及び一般
市民

Ｈ１９

実施回数
30

43

参加延べ人数
3,500

5,093担当課 子ども発達センター

26
ここ・ほっと交流事業

5,002

2,568

50

41

3,570

724 Ｂ

12,284

3,900

190

187

11,092 Ｂ

5,500

担当課 子ども発達センター

27
乳幼児発達相談事業 発達に何らかの遅れが

疑われる乳幼児及びそ
の保護者

Ｈ１９

延べ利用児数
3,800

方向性の定まった児の数
140

181

3,646

29
障がい者福祉施設整備費補助金 社会福祉法人，ＮＰＯ

法人等
Ｈ８

担当課 保健福祉総務課
補助金交付件数

5 7
13,457

4 7
223,155 Ｂ 継続

障がい者が住み慣れた地域において安心した生活を送ることができる環境を引き続き整備する必要
があることから，関係課と連携を取りながら課題解決に向けて検討を進めていく。

30
障がい者福祉施設小規模整備費補助金

社会福祉法人 Ｈ８
担当課 保健福祉総務課

補助金交付件数
1 1

0
0 1

2,840 Ｂ 継続 施設の老朽化が進行する中，施設環境の向上を図るため，引き続き本事業を継続する。

31
心身障がい児地域交流事業負担金 特別支援学校及び市立

小学校に在籍する児童
Ｓ５８

担当課 子ども発達センター
参加者数

90 90
180

91 134
180 Ｃ 終了

子ども発達センターの特性を活かし，より自然な形で障がいのある児とない児の交流ができるよ
う，事業のあり方を見直し，ここ・ほっと交流事業等のより一層の充実により，相互の理解や社会
経験を得られる機会が提供されることから，平成２１年度までで終了とする。

21
子ども発達相談室 発達の遅れなどについ

て心配している児童及
び保護者等

20
障がい児療育事業 障がい児及び疑いのあ

る児等

担当課 子ども発達センター 1,001 1,174
Ｈ１９

960 1,060
1,222 2,027

22
乳幼児発達健診事業 乳幼児健診でスクリー

ニングされた児
Ｈ８

担当課 子ども発達センター
相談件数

200 150
4,306

163 129
継続

19

3,352 Ｂ

35,402

20

60

62

64,338 Ｂ

担当課 子ども発達センター

23
通園施設運営費

肢体不自由児通園施設
（かずが園）及び知的
障がい児通園施設（若
葉園）に通う児童

Ｈ１９

個別支援計画の達成児数（かすが
園）

18

個別支援計画の達成児数（若葉園）
60

62

18
継続

小集団の療育で自立するための必要な力を育む等の効果をあげている。利用者が増加傾向にある
中，職員の資質向上を図りながら，安心・安全かつ効果的・効率的な施設運営を推進する。

24
障がい児診療検査事業 18歳未満の障がい児，

またはその疑いのある
児

Ｈ１９

担当課 子ども発達センター

継続
これまで各事業に分散配置していた専門医を当事業に集中配置し，センターを利用する児が医師を
診察を通り適切な指示が受けられる体制に整備することで，個々に適した療育を提供する。

36 74

実施回数
24

子ども発達センター

1,109 Ｂ
24

20

Ｂ

受診者延べ人数
60 100

686

継続

17

25
専門相談事業

発達の遅れ等について
不安を抱いている１８
歳未満の児童及び保護
者

Ｈ１９

相談回数
472 480

担当課

各児の発達段階を把握し次への支援につながっていることから，引き続き医師（診療検査事業）に
対して円滑な情報提供ができるよう，情報の提供方法を検討し，相談体制の充実・強化を図る。

476 553

相談実人数
425 425

322 387

3,716 2,407

3


